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仕 様 書 

１．件 名 

令和６年度北砂三・四・五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務 

 

２．履行期間 

業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和７年 3月 14日までとする。 

 

３．履行場所 

東京都江東区北砂三・四・五丁目 

約 48.6ha 別紙区域図参照（以下、「当地区」という） 

 

４．目 的 

当地区は、幹線道路に囲まれているが、狭あい道路が多く木造住宅が密集する市街地を形成して

おり、不燃領域率は区の中でも最も低く、東京都の第 9回地域危険度測定調査結果において建物倒

壊危険度、火災危険度、総合危険度ともランク 5の最も危険度が高い地区のため、今後発生が予想

されている地震災害に対する脆弱性が指摘され、安全性の確保が喫緊の課題となっている。 

こうした課題に対処するため、当地区では、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクトにお

ける不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）制度」に基づく事業実施地区への指定を受け、平成 26

年度から事業を開始した。 

平成 30 年度以降、当機構は、不燃化特区推進事業の円滑な推進を図ることを目的に、江東区か

らの受託業務を通じ、燃え広がらない・燃えないまちづくりを強力に推進するために必要となる業

務を対象として総合的な支援を実施することとしている。 

本業務は、上記業務における情報整理、基礎的検討、資料作成等を実施し、当地区のまちづくり

の推進に寄与することを目的とする。 

 

５．内 容 

（１）まちづくりコンサルティングに係る資料作成等業務 

 本地区において、これまでの不燃化特区推進事業の取組みを継承し、区と協働して不燃化特区

制度を活用し燃え広がらない・燃えないまちづくりを実現することを目指して、地域住民自らが

推進母体となる「北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会」（以下「まちづくり協議会」とい

う。）が平成 28 年度に設立された。 

今年度は、平成 30 年度に制定した「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」及び令和５年

度にまちづくり協議会から提出された「北砂三・四・五丁目地区 砂町銀座通り沿道のまちづく

り提案」をふまえ、区が地区計画のアンケートや無電柱化の勉強会等を実施する予定であり、そ

れらに係る検討促進のため、まちづくり協議会を２回（会議形式）開催する。 

これら２回のまちづくり協議会について準備及び運営の支援を行う。 

作業内容：ア 各回のテーマ・議題と議事運営についてのアドバイス 

イ 関係者（協議会・部会員、地元関係者、専門家、学識経験者等）との協議支援 

ウ 企画 
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エ 検討資料作成 

オ 参加者誘引を目的とした事前周知支援 

カ 運営支援（会場費用、講師謝礼等含む） 

キ 議事録作成 

 

（２）まちづくり方針の実現に向けた方策の検討に係る資料作成等業務 

平成 30 年６月に策定した北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針に基づき、令和５年度に実施

したまちなみワークショップでの議論や地域から提出されたまちづくり提案も踏まえつつ、地

区計画の策定に向けた支援及び砂町銀座通りの沿道まちづくりの実現に向けた方策の検討支援

として以下の業務を行うこととする。なお、行政等との協議・打ち合わせにかかる資料の準備や、

議事録の作成もこれに含むものとする。 

① 土地・建物権利者情報の更新 

地区計画策定や無電柱化検討における砂町銀座通り沿道と砂町文化センター通りの土地・

建物権利者に対し、丁寧に合意形成を図るため、貸与した登記簿をもとに現状の土地・建物

権利者情報リストの更新を行う。 

② 地区計画策定支援 

(ア)地区計画案検討（素案作成等） 

北砂三・四・五丁目地区全体における地区計画案の詳細検討を行った上で、関係機関との

協議もふまえた素案の作成のための資料作成等を行う。 

(イ)関係機関との協議支援 

地区計画案の検討にあたり東京都等関係機関との調整に係る支援のための資料作成等を行

う。 

・関係機関との協議にむけた検討 

・検討資料、当日資料の作成 

・議事録作成 

(ウ)地区計画案に係るアンケートの実施（２回） 

〇プレアンケート 

本番アンケートにむけ、事前に地区計画策定についての周知や権利者の意向を確認するこ

とを目的とし、実施計画検討、アンケートの実施、配布回収、集計、分析等と、それらに

かかる資料の作成を行う。(郵送費等アンケート実施に係る費用含む）、 

・対象者：地区内の居住者や権利者、地区内に事業所を持つ事業者（地区内全戸＋地区外

＋砂町銀座通り沿道＝約 6,600 通） 

〇本番アンケート 

地区計画の素案作成にむけた権利者意向の把握を目的とし、実施計画検討、アンケートの

実施、配布、回収、集計、分析等と、それらにかかる資料の作成を行う。(郵送費等アン

ケート実施に係る費用含む） 

・対象者：地区内の居住者・権利者、地区内に事業所を持つ事業者（地区内全戸＋地区外

＋砂町銀座通り沿道＝約 6,600 通） 

 ※①土地・建物権利者情報の更新により対象者が増減する可能性あり。 
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・特に、砂町銀座通り、文化センター通り沿道の権利者からの回答率が低いと判断した場

合は、同様の内容の再配布や戸別訪問を実施することとする 

(エ)アンケート報告会の実施支援 

本番アンケート実施・分析完了後、地区計画アンケート報告会（同一内容を曜日を変えて

２回）を開催し、それにかかる資料の作成を行う。 

・事前周知支援 

・検討資料、当日資料の作成 

・運営支援（会場費用等報告会実施に係る費用含む） 

・議事録作成 

③ 無電柱化検討支援 

まちづくり協議会会員他、主に砂町銀座通り、文化センター通り沿道の居住者・権利者・店

舗経営者等を対象とした勉強会を２回開催し、それにかかる資料の作成を行う。 

・事前周知支援 

・実施計画検討 

・検討資料、当日資料の作成 

・運営支援（会場費用等報告会実施に係る費用含む） 

 

・議事録作成 

・出席者を対象としたアンケート実施・分析 

④ 市街地改善方策等検討支援に係る資料作成等業務 

密集市街地改善に向けて、砂町銀座商店街沿道空地について、令和５年度にまちづくり協議

会から提出された「北砂三・四・五丁目地区 砂町銀座通り沿道のまちづくり提案」を踏ま

えつつ無接道敷地の解消等、市街地改善に向けた諸条件の整理・検討について、支援を行う。 

（３）不燃化特区推進事業・まちづくり協議会の活動についての普及・啓発に係る業務 

不燃化特区制度を活用したまちづくりの実施状況、まちづくり協議会等での取組み等を周知す

ることで、地域住民の認識を高め、協力を促していく必要がある。そのための普及・啓発として、

まちづくりニュースや区からのお知らせを作成し、地区内全域（地区外権利者を含む）に配布す

る。 

① まちづくりニュースの作成・配布 

(ア)まちづくりニュース 30 号・特別号の配布 

令和５年度に作成したまちづくりニュース 30 号・特別号の配布を行う。 

（配布部数 約 6,600 部） 

(イ)まちづくりニュース 31 号の作成・配布（１回） 

A４判、２頁程度、カラー、作成 1 回、配布１回（印刷・配布部数 約 6,600 部） 

② 区のお知らせの作成・配布 

(ア)区からのお知らせの作成・配布（２回） 

・１回目：A４判、４頁程度、カラー（印刷・配布部数 約 6,600 部） 

・２回目：A４判、２頁程度、カラー（印刷・配布部数 約 6,600 部） 
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６．特記事項 

（１) 本業務に必要となる業務量(人・日)については、以下を参考とする。 

業務内容 
業務量（人・

日） 
備考 

（１）まちづくりコンサルティングに係る資料作

成等業務 
15.25人・日 

直接経費（郵送

費、会場費等）

は上記５．の内

容を参考とする

こと。 

（２）まちづくり方針の実現に向けた方策の検討

に係る資料作成等業務 
71.75人・日 

（３）不燃化特区推進事業・まちづくり協議会の

活動についての普及・啓発に係る業務 
16.5人・日 

 

(２) 提出する成果品 

ア 報告書 Ａ４判製本４部 

イ 上記電子データ媒体１部（CD-ROM） 

※報告書作成に伴う CAD、ｼｪｰﾌﾟﾌｧｲﾙ、表計算等オリジナルデータも含む 

報告書用紙については、グリーン購入法に基づく基本方針（令和３年２月版）の判断の基準

（「22-２印刷」の基準等参照）を満たしていること。 

また、その旨を下記例のように裏表紙等に明記すること。 

例） 

 

 

 

 

(３) 業務の履行上必要な情報収集方法等については、事前に当機構指示者と協議し、また、業務

の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 

(４) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度当機構指示者と協議するこ

と。 

(５) 本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。

付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用。 

（６） 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するも 

のとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領（別添） 

に基づき、機構指示者と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

(７)  暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した文書により発注者に報告すること。 

○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方

針判断の基準と満たす紙を使用しています。 

○リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可 

本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印

刷用の紙へのリサイクルに適した材料[A ランク]のみを用いて作製しています。 
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③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

発注者と協議を行うこと。 

 

以 上  



6 

 

 

別 紙 
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別添 

ウイークリースタンス 実施要領 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第22 条に基づく「発注関

係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を

改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、

原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間で設定

する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を

見直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管

理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組の対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初

回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿

に整理する。 

 

以 上 

 

 


